
議
第
２
４

号
 
呉
市
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
計
画

の
策
定

に
つ
い
て

 

 １
 
計
画

策
定
の
趣
旨

 

 
本

市
の

過
疎

地
域

の
持

続
的

発
展

に
関

す
る

施
策

に
つ

い
て

，
過

疎
対

策
事

業
債

等
の

財
政

措
置

を
受

け
な

が
ら

総
合

的
か

つ
計

画
的

に
推

進
す

る
た

め
，

市
全

体
の

ま
ち

づ
く

り
の

計
画

で
あ

る
第

５
次

呉
市

長
期

総
合

計
画

と
の

整
合

を
図

り
な

が
ら

，
過

疎
地

域
の

持
続

的
発

展
の

支
援

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（

令
和

３
年

法
律

第
１

９
号

。
以

下
「

法
」

と
い

い
ま

す
。

）
に

基
づ

き
，

呉
市

過
疎

地
域

持
続

的
発

展
計

画

（
令

和
３

年
度

～
令

和
７

年
度

）
（

以
下

「
現

行
計

画
」

と
い

い
ま

す
。

）
を

策
定

し
て

い
ま

す
。

こ
の

度
，

令
和

７
年

度
末

で
現

行
計

画
の

計
画

期
間

が
終

了
す

る
こ

と
か

ら
，

呉
市

過
疎

地
域

持
続

的
発

展
計

画
（

令
和

８
年

度
～

令
和

１
２

年
度

）
（

以
下

「
本

計
画

」
と

い
い

ま

す
。

）
を

策
定

す
る

も
の

で
す

。
 

 
な

お
，

現
行

計
画

は
，

令
和

３
年

４
月

に
法

が
施

行
さ

れ
た

こ
と

を
踏

ま
え

，
策

定
し

た
も

の
で

す
。

本
計

画
は

，
現

行
計

画
の

計
画

期
間

の
終

了
に

伴
い

策
定

す
る

も
の

で
あ

り
，

体
系

な
ど

の
大

幅
な

内
容

の
変

更
は

行
わ

ず
，

事
業

計
画

に
基

づ
い

て
実

施
す

る
事

業
の

表
示

方
法

の
変

更
な

ど
を

行
い

ま
す

。
 

 

２
 
本
計
画
の
概
要

 

 
(
1
)
 
対
象
区
域

 

旧
下

蒲
刈

町
，

旧
蒲

刈
町

，
旧

豊
浜

町
，

旧
豊

町
，

旧
倉

橋
町

，
旧

音
戸

町
，

旧
川

尻
町

及
び

旧
安

浦
町

の
区

域
 

 
(
2
)
 
基
本
方
針
（
計
画
の
方
向
性
）

 

ア
 
方
向
性

 

令
和

３
年

３
月

に
策

定
し

た
第

５
次

呉
市

長
期

総
合

計
画

に
掲

げ
る

将
来

都
市

像
の

実
現

に
向

け
た

取
組

を
推

進
す

る
こ

と
で

，
過

疎

地
域

の
持

続
的

発
展

に
取

り
組

み
ま

す
。

 

【
将
来
都
市
像
】

 

１
 

質
の

高
い

生
活

が
実

現
さ

れ
る

ス
マ

ー
ト

シ
テ

ィ
※

１
「

く
れ

」
 

２
 

新
た

な
チ

ャ
レ

ン
ジ

で
ビ

ジ
ネ

ス
チ

ャ
ン

ス
を

生
み

育
て

る
「

く
れ

」
 

３
 

都
会

に
は

な
い

心
地

よ
い

暮
ら

し
が

人
々

を
惹ひ

き
つ

け
る

「
く

れ
」

 

４
 

災
害

に
屈

し
な

い
強

靱じ
ん

な
ま

ち
「

く
れ

」
 

５
 

Ｓ
Ｄ

Ｇ
ｓ

※
２
を

通
し

て
豊

か
な

未
来

を
創

る
「

く
れ

」
 



【
令
和
１
２
年
度
末
に
お
け
る
呉
市
の
都
市
像
】

 

 
 

 
誰
も
が
住
み
続
け
た
い
，
行
っ
て
み
た
い
，
人
を
惹
き

つ
け
る
ま
ち

「
く
れ
」

 

～
イ
キ
イ
キ
と
働
き
，
豊
か
に
安
心
し
て
暮
ら
し
，
ワ
ク
ワ
ク
生
き
る
～

 
※

１
 

ス
マ

ー
ト

シ
テ

ィ
：

都
市

や
地

域
が

抱
え

る
様

々
な

課
題

に
対

し
て

，
Ａ

Ｉ
な

ど
の

新
技

術
を

活
用

し
て

計
画

，
整

備
，

管
理

・
運

営
等

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ト

が
行

わ
れ

た
持

続
可

能
な

都
市

・
地

区
 

※
２

 
Ｓ

Ｄ
Ｇ

ｓ
：

エ
ス

・
デ

ィ
ー

・
ジ

ー
ズ

。
S
u
s
t
a
i
n
a
b
l
e
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
G
o
a
l
s
（

持
続

可
能

な
開

発
目

標
）

の
略

。
平

成
２

７
年

９
月

の
国

連
サ

ミ
ッ

ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
採

択
さ

れ
た

「
持

続
可

能
な

開
発

の
た

め
の

２
０

３
０

ア
ジ

ェ
ン

ダ
」

に
記

載
さ

れ
た

令
和

１
２

年
ま

で
の

国
際

目
標

 

イ
 
基
本
的
な
施
策

 

第
５

次
呉

市
長

期
総

合
計

画
基

本
計

画
に

掲
げ

た
八

つ
の

政
策

分
野

ご
と

に
取

り
組

む
施

策
を

実
施

す
る

こ
と

で
，

過
疎

地
域

の
持

続

的
発

展
に

取
り

組
み

ま
す

。
 

 
(
3
)
 
基
本
目
標

 

 
 

 
過

疎
地

域
を

持
続

的
に

発
展

さ
せ

る
た

め
の

基
本

目
標

 

と
し

て
，

本
計

画
や

第
５

次
呉

市
長

期
総

合
計

画
等

に
基

 

づ
く

施
策

が
一

定
の

効
果

を
発

揮
す

る
こ

と
を

想
定

し
，

 

過
疎

地
域

の
人

口
を

令
和

１
７

年
に

約
２

．
５

万
人

を
維

 

持
す

る
こ

と
と

し
ま

す
。

 

 
 

※
推

計
方

法
に

つ
い

て
は

，
呉

市
人

口
ビ

ジ
ョ

ン
と

整
合

 

 
 

 
を

図
っ

て
い

ま
す

。
 

         

 
 

令
和

２
年

 
令

和
７

年
 

令
和

1
2
年

 
令

和
1
７

年
 

過
疎

地
域

の
人

口
推

計
 

3
8
,
3
8
1
 

3
3
,
3
9
9
 

2
9
,
2
2
9
 

2
5
,
7
2
6
 

過
疎

地
域

の
将

来
人

口
推

計
 

（
単

位
：

人
）

 

38
,
3
8
1
 

3
3
,
3
9
9
 

2
9
,
2
2
9
 

2
5
,
7
2
6
 

0

5,
00
0

10
,0
00

15
,0
00

20
,0
00

25
,0
00

30
,0
00

35
,0
00

40
,0
00

45
,0
00

令
和
２
年

令
和
７
年

令
和
1
2
年

令
和
1
7
年

過
疎

地
域

の
将

来
人

口
推

計
 

（
単

位
：

人
）

 

 
 

 
 



 
(
4
)
 
計
画
期
間

 

令
和

８
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

１
３

年
３

月
３

１
日

ま
で

（
５

年
間

）
 

 
(
5
)
 
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
と
の
整
合

 

 
 

 
人

口
減

少
や

少
子

高
齢

化
に

伴
う

税
収

の
減

少
が

懸
念

さ
れ

る
中

，
将

来
の

人
口

規
模

，
財

政
規

模
に

ふ
さ

わ
し

い
行

政
サ

ー
ビ

ス
を

安

全
か

つ
継

続
的

に
提

供
し

て
い

く
た

め
，

呉
市

公
共

施
設

等
総

合
管

理
計

画
に

お
い

て
，

公
共

施
設

等
の

「
量

」
と

「
質

」
の

適
正

化
を

図

る
こ

と
と

し
て

お
り

，
こ

の
考

え
方

と
整

合
を

取
り

な
が

ら
計

画
的

・
総

合
的

な
ま

ち
づ

く
り

を
推

進
し

て
い

き
ま

す
。

 

 
(
6
)
 
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
施
策
区
分
と
事
業
数

 

 
 

 
過

疎
地

域
の

持
続

的
発

展
の

た
め

に
実

施
す

べ
き

次
の

１
２

の
基

本
的

な
施

策
ご

と
に

，
過

疎
地

域
の

持
続

的
発

展
に

資
す

る
９

４
事

業

を
実

施
し

て
い

き
ま

す
。

 

 
 

 
事

業
に

つ
い

て
，

現
行

計
画

で
は

，
事

業
内

容
が

同
じ

も
の

に
つ

い
て

も
，

施
設

ご
と

に
複

数
の

事
業

に
分

け
て

い
ま

し
た

が
，

本
計

画

で
は

次
の

事
例

の
と

お
り

事
業

の
集

約
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

 
※

例
：
【

現
行

計
画

】
「

川
尻

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
，

安
浦

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
等

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
↓

 

 
【

本
計

画
】
「

ま
ち

づ
く

り
セ

ン
タ

ー
整

備
事

業
」

に
統

合
 

 
 
ア

 
事
業
内
訳

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
新

規
事

業
に

は
下

線
を

引
い

て
い

ま
す

。
 

施
策

区
分

 
事

業
数

 
主

な
事

業
 

１
 

移
住

・
定

住
，

地
域

間
交

流
の

促
進

，
人

材
育

成
 

 
４

 
・

移
住

・
定

住
促

進
事

業
 

・
空

き
家

の
利

活
用

促
進

事
業

 
な

ど
 

２
 

産
業

の
振

興
 

３
１

 
・

農
道

保
全

対
策

事
業

 

・
水

産
基

盤
整

備
事

業
 

・
漁

港
施

設
整

備
等

事
業

 
 

・
環

境
配

慮
型

農
業

推
進

事
業

 
な

ど
 

３
 

地
域

に
お

け
る

情
報

化
 

 
１

 
・

Ｉ
Ｃ

Ｔ
施

策
推

進
事

業
 

 

 



４
 

交
通

施
設

の
整

備
，

交
通

手
段

の
確

保
 

１
４

 
・

市
道

整
備

事
業

 

・
生

活
交

通
維

持
・

確
保

事
業

 
 

・
久

俊
補

助
1
号

線
整

備
事

業
 

・
森

町
線

道
路

改
良

事
業

 
な

ど
 

５
 

生
活

環
境

の
整

備
 

１
６

 
・

旧
簡

易
水

道
施

設
更

新
事

業
 

・
住

民
活

動
助

成
事

業
 

な
ど

 

６
 

子
育

て
環

境
の

確
保

，
高

齢
者

等
の

保
健

及
び

福

祉
の

向
上

及
び

増
進

 

 
７

 

 

・
保

育
所

整
備

事
業

 

・
高

齢
者

生
き

が
い

対
策

事
業

 

・
安

芸
灘

地
域

活
性

化
奨

励
金

事
業

 
な

ど
 

７
 

医
療

の
確

保
 

 
２

 
・

医
療

機
器

・
施

設
等

整
備

事
業

 

・
医

師
確

保
対

策
事

業
 

 

８
 

教
育

の
振

興
 

１
０

 
・

公
共

学
校

施
設

・
設

備
整

備
事

業
 

・
通

学
支

援
事

業
 

な
ど

 

９
 

集
落

の
整

備
 

 
２

 
・

町
並

み
環

境
整

備
事

業
 

・
地

域
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
支

援
事

業
 

 

１
０

 
地

域
文

化
の

振
興

等
 

 
３

 
・

地
域

文
化

振
興

等
施

設
整

備
事

業
 

 

・
日

本
遺

産
等

魅
力

発
信

事
業

 
な

ど
 

１
１

 
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
利

用
の

促
進

 
 

１
 

・
脱

炭
素

社
会

推
進

事
業

 

１
２

 
そ

の
他

地
域

の
持

続
的

発
展

に
関

し
必

要
な

事
項

 
 

３
 

・
ゆ

め
づ

く
り

地
域

協
働

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

な
ど

 

計
 

９
４

 
 

 
 

   



(
7
)
 
主
な
財
政
措
置

 

 
 
ア

 
過
疎
対
策

事
業
債

 

 
 

 
 

本
計

画
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
各

種
の

事
業

の
財

源
と

し
て

，
過

疎
対

策
事

業
債

（
充

当
率

１
０

０
パ

ー
セ

ン
ト

，
交

付
税

措
置

率

７
０

パ
ー

セ
ン

ト
）

を
発

行
し

ま
す

。
 

 
 
イ

 
課
税
免
除
に
伴
う
減
収

補
塡

 

 
 

 
 

本
計

画
に

記
載

さ
れ

た
産

業
振

興
促

進
区

域
内

で
振

興
す

べ
き

業
種

と
し

て
定

め
ら

れ
た

業
種

の
用

に
供

す
る

設
備

の
取

得
等

を
し

た

者
に

つ
い

て
，

呉
市

過
疎

地
域

に
お

け
る

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

に
関

す
る

条
例

（
平

成
１

７
年

呉
市

条
例

第
２

５
号

）
に

基
づ

き
当

該
設

備
に

係
る

固
定

資
産

税
を

免
除

し
た

場
合

，
免

除
に

よ
る

減
収

額
の

７
５

パ
ー

セ
ン

ト
が

普
通

交
付

税
で

補
塡

さ
れ

ま
す

。
 


